
令和６年４月２４日（水）から
院外処方箋への検査値印字を

開始します

S A M P L E

細木病院では、医薬品の適正使用を進めるため、令和6年4月24日（水）から
血液検査結果の一部を院外処方箋の右半分に印字することといたしました。
この検査値は、お薬の量や副作用の早期発見など、お薬を安全に使用するために
役立つ情報であり、保険薬局（調剤薬局）での薬の確認や服薬指導に活用されます。

尚、保険薬局への検査値の提供を望まない場合は〈切り取り線〉で
右半分を切り離し、左側の処方箋だけを提出してください。

お問い合わせ先  ：  細木病院 薬剤部
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